請　願　事　項
大阪府民がより利用しやすい司法の実現のために
１．大阪高等・地方・家庭裁判所および大阪府下簡易裁判所職員の定員を大幅に増やすこと。
２．大阪の裁判所施設を充実させること。
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大阪府議会議長　殿
　　大阪府民が利用しやすい司法の実現のために
大阪高等・地方・家庭裁判所および大阪府下簡易裁判所の人的・物的充実を求める
請　　願　　署　　名
                                                      年　　　　月　　　　日
                          請願人
                          紹介議員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

請　願　の　趣　旨
　国民の権利意識の高まりや企業の経済活動の領域が拡大していくなかで、裁判所にもちこまれる法的な紛争はますます増加しています。また、そうした事件の内容についてもますます複雑困難なものとなってきています。これらの紛争や事件を公正・迅速に解決し、国民の権利を擁護していくうえで、裁判所に寄せられる期待もいっそう大きなものとなってきています。
　裁判所がそうした期待に応えていくためには、市民に利用しやすく信頼される裁判所の存在が不可欠となるわけですが、現実には「裁判に時間や費用がかかりすぎる」「裁判の手続や結果がわかりにくい」「市民にとって身近な利用しやすいものとなっていない」といった批判にもあるように期待に十分に応えられるものにはなっていません。
　２１世紀のあるべき司法を論議してきた司法制度改革審議会の「意見書」でも司法を支える人的・物的基盤の充実・強化が不可欠とされているところですが、裁判所の機能を強化し、大阪府民のための裁判所を実現するためには、大阪高等・地方・家庭裁判所および大阪府下簡易裁判所の裁判官・裁判所職員の大幅増員や不足している法廷・和解室・調停室等の裁判所施設の充実は欠かせません。また、大阪府民にとって利用しやすい裁判所とするためには託児所や待合室などの整備も必要となります。
　裁判所の人的・物的充実については８年連続して国会で請願が採択されていますが、この大阪においても府民が利用しやすい司法の実現のために大阪高等・地方・家庭裁判所および大阪府下簡易裁判所の人的・物的充実を求め請願いたします。

　　　取り扱い団体　全司法労働組合大阪支部
　　　　　　　　　　〒530-8522　大阪市北区西天満２－１－１０　大阪地方裁判所内
　　　　　　　　　　電話06-6363-1281　内線2940
